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報告第１号 坂東市地域公共交通会議条例の一部を改正する条例の議会提出について 

 

新 旧 対 照 表 

現 行 改正後（案） 改正趣旨 

（設置） （設置） （設置） 

第１条 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）

の規定に基づき、地域における需要に応じた市民

の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他

旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸

送サービスの実現に必要となる事項を協議する    

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                    ため、

坂東市地域公共交通会議（以下「交通会議」とい

う。）を置く。 

第１条 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）

の規定に基づき、地域における需要に応じた市民

の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他

旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸

送サービスの実現に必要となる事項を協議する

とともにとともにとともにとともに、、、、地域公共交通地域公共交通地域公共交通地域公共交通のののの活性化及活性化及活性化及活性化及びびびび再生再生再生再生にににに関関関関すすすす

るるるる法律法律法律法律（（（（平成平成平成平成１９１９１９１９年法律第年法律第年法律第年法律第５９５９５９５９号号号号））））第第第第６６６６条第条第条第条第１１１１項項項項

のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき、、、、地域公共交通網形成地域公共交通網形成地域公共交通網形成地域公共交通網形成計画計画計画計画（（（（以下以下以下以下

「「「「形成計画形成計画形成計画形成計画」」」」というというというという。）。）。）。）のののの作成作成作成作成にににに関関関関するするするする協議及協議及協議及協議及びびびび

実施実施実施実施にににに係係係係るるるる連絡調整連絡調整連絡調整連絡調整をををを行行行行ううううため、坂東市地域公共

交通会議（以下「交通会議」という。）を置く。 

・形成計画を作るための法律に

基づいた協議会としての設

置目的を追加します。 

（所掌事務） （所掌事務） （所掌事務） 

第２条 交通会議の所掌事務は、次のとおりとす

る。 

第２条 交通会議の所掌事務は、次のとおりとす

る。 

 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）  

 （（（（３３３３））））形成計画形成計画形成計画形成計画のののの作成及作成及作成及作成及びびびび変更変更変更変更のののの協議協議協議協議にににに関関関関するこするこするこするこ

とととと。。。。 

・交通会議において、形成計画

の作成から実施・変更等の協

議をしていきたいと考えて

います。 
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現 行 改正後（案） 改正趣旨 

 （（（（４４４４））））形成計画形成計画形成計画形成計画のののの実施実施実施実施にににに係係係係るるるる連絡調整連絡調整連絡調整連絡調整にににに関関関関するこするこするこするこ

とととと。。。。 

・交通会議において、形成計画

の作成から実施・変更等の協

議をしていきたいと考えて

います。 

 （（（（５５５５））））形成計画形成計画形成計画形成計画にににに位置付位置付位置付位置付けけけけられたられたられたられた事業事業事業事業のののの実施実施実施実施にににに関関関関

することすることすることすること。。。。 
〃 

 （（（（６６６６））））公共交通公共交通公共交通公共交通のののの利用促進利用促進利用促進利用促進にににに関関関関することすることすることすること。。。。 ・多様な交通会議委員の皆様と

ともに、公共交通の利用促進

について協議し、交通会議の

設置目的の実現及び利便性

の向上を図りたいと考えて

います。 

（（（（３３３３）））） （略） （（（（７７７７）））） （略）  

（会長及び委員） （会長及び委員） （会長及び委員） 

第３条 （略） 第３条 （略）  

２ （略） ２ （略）  

３ 会長は                                                                        、会務を総理する。 ３ 会長は、、、、交通会議交通会議交通会議交通会議をををを代表代表代表代表しししし、会務を総理する。 ・交通会議会長の代表者として

の立場を明確に位置づけま

す。 

４ （略） ４ （略）  

５ 委員は、、、、１９１９１９１９人以内人以内人以内人以内としとしとしとし、次に掲げる者の中か

ら市長が委嘱し、又は任命する。 

５ 委員は                                                                、次に掲げる者の中か

ら市長が委嘱し、又は任命する。 

・形成計画の作成にあたって

は、より多くの関係者の参画

が必要となるため、委員人数

に関して削除します。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）  
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現 行 改正後（案） 改正趣旨 

（４）茨城県茨城県茨城県茨城県ハイヤーハイヤーハイヤーハイヤー協会協会協会協会                                                                                

        の代表 

（４）一般社団法人茨城県一般社団法人茨城県一般社団法人茨城県一般社団法人茨城県ハイヤー・タクシーハイヤー・タクシーハイヤー・タクシーハイヤー・タクシー協協協協

会会会会の代表 

 

・協会名称の変更漏れを改めま

す。 

（５）社団法人茨城県社団法人茨城県社団法人茨城県社団法人茨城県バスバスバスバス協会協会協会協会                の代表 （５）一般社団法人茨城県一般社団法人茨城県一般社団法人茨城県一般社団法人茨城県バスバスバスバス協会協会協会協会の代表 

 

〃 

（６）～（９） （略） （６）～（９） （略）  

 （（（（１０１０１０１０））））茨城県職員茨城県職員茨城県職員茨城県職員 ・従来から参画していただいて

おりましたが、明記します。

委員委嘱：茨城県政策企画部

交通局交通政策課長 

 （（（（１１１１１１１１））））市長市長市長市長がががが指名指名指名指名するするするする市職員市職員市職員市職員 ・形成計画の作成にあたり、市

職員から委員参画します。 

※企画部長を想定しています。

（（（（１０１０１０１０）））） （略） （（（（１２１２１２１２）））） （略）  

６ 委員の任期は、２２２２年年年年とするとするとするとする                                                        。た

だし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

６ 委員の任期は、２２２２年年年年としとしとしとし、、、、再任再任再任再任をををを妨妨妨妨げないげないげないげない。た

だし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

・第７項の文言を結合し、表現

を簡素化します。 

７７７７ 委員委員委員委員のののの再任再任再任再任はははは、、、、妨妨妨妨げないげないげないげない。。。。   

（会議） （会議） （会議） 

第４条 （略） 第４条 （略）  

２ （略） ２ （略）  

３ （略） ３ （略）  

４ （略） ４ （略）  
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現 行 改正後（案） 改正趣旨 

 ５５５５ 会議会議会議会議はははは、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして公開公開公開公開とするとするとするとする。。。。たたたただしだしだしだし、、、、会議会議会議会議

をををを公開公開公開公開することによりすることによりすることによりすることにより議事運営議事運営議事運営議事運営にににに支障支障支障支障がががが生生生生ずずずずるるるる

とととと認認認認められるめられるめられるめられるときときときときはははは、、、、非公開非公開非公開非公開とするとするとするとすることができことができことができことができ

るるるる。。。。 

・交通会議の公開（または非公

開にできる場合）について追

記し、より透明性を確保しま

す。 

 ６６６６ 前各項前各項前各項前各項のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、会長会長会長会長がががが軽微軽微軽微軽微なななな案件案件案件案件

であるとであるとであるとであると認認認認めるときめるときめるときめるとき、、、、緊急緊急緊急緊急のののの決議決議決議決議をををを要要要要しししし、、、、かつかつかつかつ、、、、

会議会議会議会議のののの招集招集招集招集若若若若しくはしくはしくはしくは成立成立成立成立がががが困難困難困難困難なときなときなときなとき、、、、又又又又ははははやむやむやむやむ

をををを得得得得ないないないない事由事由事由事由があるとがあるとがあるとがあると認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、書面書面書面書面によるによるによるによる

審議審議審議審議をもってをもってをもってをもって会議会議会議会議のののの議事議事議事議事をををを決定決定決定決定すすすすることができることができることができることができ

るるるる。。。。 

・書面による会議の議事の決定

について、実情に合わせ、追

記します。 

 （（（（分科会分科会分科会分科会）））） 

第第第第５５５５条条条条 会長会長会長会長はははは、、、、第第第第２２２２条条条条にににに掲掲掲掲げるげるげるげる所掌事務所掌事務所掌事務所掌事務についについについについ

てててて、、、、具体的具体的具体的具体的なななな調査検討調査検討調査検討調査検討、、、、調整又調整又調整又調整又はははは協議協議協議協議をををを行行行行うためうためうためうため、、、、

必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ交通会議交通会議交通会議交通会議にににに分科会分科会分科会分科会をををを置置置置くことができくことができくことができくことができ

るるるる。。。。 

２２２２ 分科会分科会分科会分科会のののの組織組織組織組織、、、、運営運営運営運営そのそのそのその他必要他必要他必要他必要なななな事項事項事項事項はははは、、、、会長会長会長会長

がががが別別別別にににに定定定定めるめるめるめる。。。。 

・形成計画の策定にあたり、「分

科会」の設置を予定していま

す。 

・主に、庁内関係各課職員で構

成し、調査検討を行ったこと

を交通会議にお諮りしたい

と考えています。 

（庶務） （庶務）  

第第第第５５５５条条条条 （略） 第第第第６６６６条条条条 （略）  

（協議結果の取扱い） （協議結果の取扱い）  

第第第第６６６６条条条条 （略） 第第第第７７７７条条条条 （略）  

（委任） （委任）  

第第第第７７７７条条条条 （略） 第第第第８８８８条条条条 （略）     

 


